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第５期活動推進計画の概要 

 

１ 計画策定の目的 

  地域共生社会の実現に向けて施策も横断的になり、支援体制も包括的・重層的に変化していま

す。本会においても広域性、専門性、幅広い関係機関団体とのネットワークを生かし、地域共生

社会の実現という共通する目標に向かって推進することが求められています。 

第５期活動推進計画では、こうした社会情勢や施策動向等の大きな変化や前期計画の取組状況

等の評価を踏まえ、地域共生社会の実現という視点から横串をとおすことをコンセプトに、今後

５年間の活動推進の取組みを明示することを目的として策定しています。 

 

２ 計画の推進期間 

５年（令和３年度から７年度） 

 

３ 計画の構成 

（１）基本理念 

本会は、福島県における地域福祉の推進を図る組織として、住民や社会福祉関係者等との連携・

協働のもと地域の福祉課題及び生活課題の解決に取り組むため、以下の基本理念を礎として掲げ、

ふくしまの豊かな地域共生社会の実現を目指し推進し続けます。 

共につながり支えあう ふくしまの地域共生社会づくり 

 

（２）県社協が果たすべき役割 

第５期活動推進計画の策定にあたり、本会が従来から広域的な福祉団体として担ってきた役割

を「県社協が果たすべき役割」として整理しました。 

   情報の収集・発信    

地域共生社会を推進するために、関連する情報を収集し、多様な広報媒体を用いた情報の

発信によって取組みを広げる役割を担います。 

  ネットワークの構築・協働   

地域共生社会の実現に向けて、幅広く多様な組織・団体等のつながりを構築し、協働

を進め調整する役割を担います。 

 権利擁護の推進・自立生活の支援  

地域における権利擁護を推進するとともに、生活に困窮している方等が地域で安心し

て自立した生活を送れるよう支える役割を担います。 

 福祉を支える人材の確保・育成  

福祉サービスの向上を図るため、社会福祉従事者の確保・育成・定着に向けた取組み

を行うとともに、地域共生社会を支える人材の養成を支援する役割を担います。 

   調 査 研 究 ・ 提 言    

   各種事業を通じて把握した地域課題等を分析・研究し、福祉課題の解決に向けた提言

（提案）を行う役割を担います。 
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（３）基本目標及び組織・経営基盤、推進項目 

【基本目標１】共につながり支えあう地域づくり 

  誰もが生きがいや地域とのつながりを持って暮らせる社会をつくるためには、それぞれが

できることを活かし支え合う取組みや、ボランティア活動や市民活動をあらゆる世代に広げ

ることが必要です。 

本会は、市町村社協等と連携・協働しながら、小地域を基盤とした様々な福祉活動を支援

し、日常的に住民同士が支え合う地域づくりを目指します。 

推進項目１ 地域づくりへの参加を推進します 

推進項目２ 互いに支えあう取組みを支援します 

推進項目３ 災害時に支えあう地域づくりを推進します 

 

【基本目標２】共につながり支えあう仕組みづくり 

誰もが個人として尊重され、住み慣れた地域で安心して生活できるようにするためには、

必要とする人が必要とするときに適切な福祉サービスを利用できる仕組みづくりが求められ

ます。 

本会は、多様な関係機関と連携・協働し、生活困窮者や判断能力が十分でない方々が、安

心して日常生活を送ることができる地域共生社会を目指します。 

推進項目４ 日常生活を支える仕組みづくりを推進します 

推進項目５ 利用者を尊重する福祉サービスの仕組みづくりを推進します 

 

【基本目標３】地域共生社会を支える人づくり 

地域共生社会の実現に向け市町村社協をはじめとする福祉関係者は、幅広い世代の住民が

地域生活課題に目を向け、主体的に課題解決に取り組むことができるよう、これまで以上に

福祉教育・学習の機会を提供することが必要です。 

本会は、市町村社協や福祉施設等と連携・協働し、地域共生社会を支える人材の育成と、

より良い福祉サービスを提供する福祉従事者の育成を目指します。 

推進項目６ 共に生きる心を育む福祉教育・学習の推進を支援します 

推進項目７ 地域共生社会づくりの担い手育成の推進を支援します 

推進項目８ 福祉人材の活躍を推進します 

 

【組織・経営基盤】基本目標を達成するために 

内部統制や財務規律の徹底によるコンプライアンス及びガバナンスの強化を図り、本計画

の目標を達成するために不可欠な法人基盤の整備に取り組みます。 

また、地域共生社会の実現に向けた県民の理解や参画促進につなげるため、福祉課題やそ

の実践方策等の情報発信に努めます。 

推進項目９ 情報把握・発信と提言 

推進項目10 人材育成 

推進項目11 財政基盤 

推進項目12 内部統制 
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令和６年度 事業計画の概要 

 

近年、大規模な自然災害が頻発しており、平時からの住民相互の支えあいや関係機関・団体

との連携等、顔の見える関係構築を進めるうえでも、災害を想定した視点が求められています。

本会では、地域共生社会の実現において重要な住民参加の裾野を広げることを目的に、本年度

も引き続き住民をはじめ、市町村社会福祉協議会や社会福祉施設等との協働による地域づくり

に取り組んでまいります。 

また、これまでの福祉教育・学習をさらに発展させ、より体験的・実践的な福祉教育・学習

を市町村社会福祉協議会と学校の三者で協働することで、生徒・学生の福祉に対する理解を深

め、ひいては将来の福祉人材へつながることを目指します。福祉人材の不足は一朝一夕で解消

する課題ではありません。多様な世代が福祉の仕事に興味を持つよう促し、就業へつなげる支

援を継続して実施します。さらに、本年度は地域性をふまえた福祉人材の養成・確保に向けた

取組を協議するモデル地域を設けるなど、新たな取組を展開してまいります。 

本年３月、東日本大震災及び原子力災害から13年が経過し、避難者への支援も新たな段階へ

進んでいます。令和５年度に実施した県内復興公営団地入居者実態調査にて把握した各団地の

課題やニーズに基づいて支援メニューを拡充し、コロナ禍後の人と地域の新たな交流づくりを

展開することとしています。 

加えて、生活に困りごとを抱える人や世帯に寄り添った伴走型支援を関係機関と共に取り組

んでまいります。 

本会の「第５期活動推進計画」の基本理念『共につながり支えあう ふくしまの地域共生社会

づくり』を実現するため、以下の基本目標を掲げ、本年度も幅広い取組を実施してまいります。 

 

 

【 基本目標 】 

１ 共につながり支えあう地域づくり 

２ 共につながり支えあう仕組みづくり 

３ 地域共生社会を支える人づくり 

 

 

 

 地 域 福 祉 部  

地域共生課（ボランティアセンター） 

（１）誰もが社会参加できる地域づくりを目指して、多様な組織や団体が互いに学び合いなが

ら地域を基盤とした福祉教育・学習に取り組み、全世代に対する地域の生活課題を共有す

る環境づくりを支援します。 

また、地域の包括的な支援体制を構築するため、市町村社協と社会福祉施設・事業所の

協働を推進します。 
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【 新 規 】福祉教育実践事業の実施 

        県内の市町村社協及び学校と協働し、生徒・学生を対象とした実践的・

体験的な福祉教育を実施する。生徒・学生の福祉に対する幅広い見方や

考え方を養い、福祉への理解を促すとともに、地域福祉課題の解決に取

り組む福祉人材の育成を図る。 

（２）災害時に市町村社協で行う協働型災害ボランティアセンター運営の充実を図るため、平

時及び災害時に地域にある機関・団体と連携し災害ボランティアセンター運営に取り組む

ことのできるマネジメント人材の育成支援を行います。 

 また、これらの取組みを円滑に進めるため、市町村等の関係者に対し情報共有と理解促

進を図ります。 

（３）各市町村社協の運営状況や事業活動を把握し、経営基盤強化や地域福祉活動計画策定等、

個々の社協に応じた支援を行います。地域共生社会の実現に向け住民同士が支え合う環境

づくりを進めるため、市町村社協連絡協議会と連携し、市町村社協における住民の参加促

進の課題共有や職員の資質向上を図ります。 

 また、近年の災害の多発、甚大化に伴い、市町村社協の災害対応も変化してきているこ

とから、市町村社協連絡協議会とともに、災害時における市町村社協間の相互支援につい

て改めて整理し、円滑な支援体制の構築を図ります。 

（４）市町村や市町村社協等に対し、重層的支援体制整備事業の実施の有無に応じた訪問支援

や研修、情報共有等による支援を行い、重層的支援体制の整備及び包括的支援体制の構築

を図ります。 

（５）日常生活自立支援事業に対する県民のニーズは高く利用者数が年々増加していることか

ら、引き続き適正な事業執行に努めるとともに、日常的金銭管理支援の手段等、市町村社

協において課題となっている事項について、行政等との情報共有会議を開催し本事業への

理解を進めるとともに、適切な支援が行える仕組を検討していきます。 

 また、利用者の判断能力の低下等に合わせてよりスムーズに成年後見制度に移行できる

よう、成年後見制度の申立てや市町村社協における法人後見事業実施についての支援等を

行います。 

（６）単位民児協及び市町村民児協が取り組む「民生委員制度創設100周年地域版活動強化方

策」の作成を支援するとともに、策定された「福島県版 活動強化方策 2021」を基本とし

た効果的な活動を支援します。 

 また、民生委員・児童委員の階層ごとに必要な知識と技術等を得るための研修を企画・

実施します。 

 さらに、地域共生社会づくりに関して理解を深めるとともに、取組が推進されるよう、

民生委員・児童委員及び主任児童委員の研修を企画・実施します。 

 

地域共生課 避難者生活支援・相談センター 

（１）市町村社協に配置している生活支援相談員が、複雑化する避難者個々の相談やニーズへ

の対応と併せ、サロン活動や住民同士の支え合い活動等の支援に取り組み、避難先地域や

帰還した地域でのコミュニティづくりができるよう行政・専門機関・県民生児童委員協議

会等と協働・連携し支援します。 
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（２）第２期復興・創生期間後の社協における避難者支援の在り方について、避難者見守り・

相談支援事業在り方検討会（仮称）を設置し協議するとともに方向性を示します。 

【 新 規 】福島県における避難者見守り・相談支援事業在り方検討会(仮称)の開催 

第２期復興・創生期間（令和７年度まで）後の社協における避難者支援

の在り方等について協議し、令和８年度以降の支援の方向性等を示す。 

（３）避難元自治体の避難者が混在し生活する郡山市内において、社協連携による広域避難者

支援モデル事業として「社協連携避難者支援センター郡山」を設置し、「丸ごとの支援活動」

を展開します。 

【 新 規 】社協連携による広域避難者支援モデル事業の実施（社協連携避難者支援セン 

ター郡山の開設） 

避難元（富岡町・大熊町・双葉町）・避難先（郡山市）の社協が連携し、

丸ごとの支援活動（相談・支援・見守り・居場所づくり・住民・地域と

のつながり等）を実行する。 

（４）令和５年度実施の県内復興公営団地（72 団地 4767 戸）の入居者実態調査研究事業結果

に基づく支援策の実施と、コロナ禍後の新たな人と地域との交流づくりを推進するため

「人・地域・結ぶ推進事業」を展開します。 

【 新 規 】「人・地域・結ぶ推進事業」の展開 

令和５年度実施の復興公営住宅入居者実態調査（72 団地 4843 戸対象）

結果に基づく支援メニューを団地ごとに実行する。 

①居場所づくり(集会所利活用)   ②サロン活性化(フレイル予防) 

③団地支えMAPづくり(地域再発見) ④SNS繋がりづくり(スマホ・LINE） 

⑤人・地域懇談会 等 

 

自立支援課 生活支援室 

（１）生活上の課題を抱える低所得世帯等に対し、世帯の経済的自立に向けた相談支援や必要

な資金の貸付を実施します。 

（２）市町村社協や民生委員等と連携し、滞納世帯の生活状況の把握に努め、面談等による償

還指導を通じ借受世帯の状況に応じた助言を行うなど適切に貸付債権を管理します。 

（３）借受世帯の生活状況を踏まえ、市町村社協や自立相談支援機関と連携を図りながら、生

活再建に向けたフォローアップ支援を行います。 

 

自立支援課 生活自立サポートセンター 

（１）家計や就労、住まい等の生活に関する困り事を抱える生活困窮者の自立に向けて、本人

や家族の状態に応じた相談支援を実施します。 

 また、多様で複合的な課題を抱える世帯や社会情勢の影響を受けて生活に困窮する世帯

等に対しては、関係機関と連携しながら包括的かつ継続的な相談支援に取り組みます。 
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（２）生活困窮者の社会的な孤立を防止するため、行政や関係機関、地域住民等とのネットワ

ークの構築を進め、早期把握や見守りなど、多様な主体が協働して地域の住民を支え合う

体制づくりに取り組みます。 

 併せて、地域に生活困窮者の働く場や居場所が不足していることから、関係機関と協議

を行うなど、生活困窮者支援を通じた地域づくりに取り組みます。 

（３）新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に伴い特例貸付や自立支援金の支援を受けたも

のの、今もなお生活再建に課題が残る世帯に対しては、フォローアップを継続しながら長

期的な視点に立った自立支援に取り組みます。 

（４）本会が実施する生活困窮者自立相談支援事業の対象者で、既存の制度では対応できない

課題に対応するため、自立促進を目的とした支援を本会の公益的な取組として実施します。 

 

自立支援課 地域生活定着支援センター 

（１）高齢や障がい等の状況にある被疑者・被告人、矯正施設を退所する人が、地域において

安心して生活できるよう地域社会、関係機関の理解促進を図りながら支援します。 

（２）検察庁、保護観察所及び矯正施設等と連携し、市町村や相談支援機関、福祉施設等の協

力を得ながら、居住の場を確保するとともに、福祉サービスの利用調整等を行います。 

 

 

 人 材 研 修 部 

福祉人材課 福祉人材センター（保育士・保育所支援センター） 

（１）福祉人材の確保に向け無料職業紹介事業を継続するとともに、ハローワークと連携を図

り、求職登録者を福祉の職場へつなげられるようマッチングをし、福祉人材の定着を促進

します。 

（２）福祉施設・事業所と連携し、幅広い年齢層が福祉の職場を見学・体験する機会を提供し、

福祉の仕事の魅力ややりがいを伝えます。 

（３）介護職員の負担軽減とサービスの向上を図るため、介護の周辺業務（清掃、洗濯、食事

の片付け等）を担う介護助手の取組みを推進します。 

（４）福祉・介護人材の養成・確保を図るため、モデル地域の関係機関等と情報交換等を行い

ながら、今後の取組に向けた協議を行います。 

【 新 規 】県北地域における福祉・介護人材の養成・確保に関するセミナー及び情報交換

会の実施 

今後の福祉・介護人材の養成・確保を図るため、県北地域をモデル地区

とし、関係機関との連携によるセミナー及び情報交換等を行いながら、

今後の取組に向けた協議を行う。 
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（５）相双地域等の介護人材を確保するため、意識調査を実施するとともに、県外に対する相

双地域等の情報発信に取り組みます。 

【 新 規 】被災地での介護人材確保における広告プロモーション等の実施 

被災地の介護人材の確保を図るため、県外から相双地域等へ移住し介護

職として働くことに関する意識調査を実施するとともに、関東圏を中心

とした介護福祉士養成校等の学生向けに相双地域等の情報を発信する。 

（６）様々な広報媒体を活用しながら、福祉・介護の仕事の理解と魅力の発信し人材確保につ

なげます。 

 

福祉研修課（介護実習・普及センター） 

（１）新任職員から管理職員までの階層に応じた「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」

の研修を実施するとともに、高齢・障がい・児童等の分野ごとに専門性を高める研修を行

い、福祉関係職員の資質向上を図ります。 

（２）福祉施設・事業所における人材の定着に資するため、キャリアパス制度や職場内研修（Ｏ

ＪＴ）の促進を図る研修を実施し、職場の研修体制構築を支援します。 

（３）各研修や講座における認知症ケアについて、介護を受ける側の感情や習性を踏まえた援

助の在り方や、援助する側の心理に配慮した観点を盛り込んだプログラム等を構築し実施

します。 

 

施設支援課 

（１）各施設種別部会・協議会において課題を共有し、各種会議や研修会を通じて職員の資質

向上を図り、適切な運営に向けた支援を行います。 

 また、地域の多様な福祉ニーズに応えるため、社会福祉法人が関係機関と連携・協働し、

それぞれの強みを生かした「地域における公益的な取組」を展開するよう推進します。 

（２）障がい福祉施設・事業所が災害や感染症に対する備えをしっかり行えるように支援する

とともに、災害時のネットワーク構築に向けて検討を行います。 

（３）福祉人材の確保のため、資格取得を目指す養成校の学生等に対して、介護福祉士・保育

士修学資金等の貸付を行います。 

 

 

総  務  部 

総務企画課 

（１）適切な法人運営を行うため、理事会・評議員会等の会務運営を行うとともに、専門家等

の指導のもと、ガバナンスの強化、コンプライアンスの遵守、財務規律の強化を図ります。 
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（２）適切な労務管理や職員の健康管理に努め、働きやすい職場づくりを推進します。 

（３）常に経費削減に努めながら、中長期的な財政基盤の安定化について検討を進めるととも

に、補助・委託事業について適切な運営経費を確保するための要望活動を行政及び議会に

対して行います。 

 また、福島県総合社会福祉センターの維持及び管理等を行います。 

 

総務企画課 いきいき長寿室（長寿社会推進センター、高齢者総合相談センター、認知症コールセンター） 

希望と活力に満ちた明るい長寿社会の実現に向けて、高齢者の生きがいと健康づくりの支

援や社会参加活動を推進します。 

 また、高齢者や認知症本人及びその家族の不安や悩みの軽減を図るため、相談窓口を運営

します。 

 

 

◆ 福島県運営適正化委員会 

（１）日常生活自立支援事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスの質の向上を図

るため、関係機関と連携し、利用者等からの苦情の解決に努めます。 

（２）社会福祉施設・事業者に対し、苦情解決の仕組みの周知や、苦情解決体制整備について

の理解促進を図ります。 

 

 

 

 

（参考資料） 
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 地域共生課（ボランティアセンター）

令和６年度重点方針

１．ボランティア活動・市民活動支援

1-1 社会福祉施設ボランテ
ィア担当者研修の開催

1回
(1日)

8月 郡山市

　福祉施設及び市町村社協の職員を対象
に、福祉施設におけるボランティア受入れ
や、地域の活動団体等との調整を担う人材
のスキルアップを図る研修を実施する。

推進項目１
推進項目２
推進項目６
推進項目７
推進項目８

1-2
市町村社協ボランティ
アセンター活動実践事
例集の作成・配布

1回 10月

　市町村社協ボランティアセンター事業の
実施状況等を集約し事例集を作成すること
により、各市町村社協におけるボランティ
ア関連事業の参考にするとともに、自社協
の事業展開に活かすことを目的とする。

推進項目１
推進項目２
推進項目６
推進項目７

1-3 県内の地域福祉活動事
例紹介

1回 通年

　県内のボランティアや企業、学校等が
行っている地域福祉活動及び社会貢献活動
等を市町村社協から情報収集し、福祉情報
誌「はあとふるふくしま」等において紹介
する。

推進項目１
推進項目２
推進項目３
推進項目６
推進項目７

1-4
【一部新規】
地域生活課題の解決に
向けたソーシャルワー
ク（CSW）研修の開催

2回
（5日）

9月
10月
11月

郡山市

　複合的な地域生活課題を受け止め、解決
に向けて取り組むことができる人材の養成
を図るために研修を開催する。社会福祉法
人経営者協議会と協働で開催し、市町村社
協及び社会福祉施設・事業所の職員がとも
に地域の福祉拠点としての専門性や、ノウ
ハウを高めあうことを目的とする。

推進項目１
推進項目２
推進項目６
推進項目７
推進項目８

第５期
活動推進
計 画

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方

●誰もが社会参加できる地域づくりを目指して、多様な組織や団体が互いに学び合いながら地域を基
　盤とした福祉教育・学習に取り組み、全世代に対する地域の生活課題を共有する環境づくりを支援
　する。また、地域の包括的な支援体制を構築するため、市町村社協と社会福祉施設・事業所の協働
　を推進する。
●災害時に市町村社協で行う協働型災害ボランティアセンター運営の充実を図るため、平時及び災害
　時に地域にある機関・団体と連携し災害ボランティアセンター運営に取り組むことのできるマネジ
　メント人材の育成支援を行う。また、これらの取組みを円滑に進めるため、市町村等の関係者に対
　し情報共有と理解促進を図る。
●各市町村社協の運営状況や事業活動を把握し、経営基盤強化や地域福祉活動計画策定等、個々の社
　協に応じた支援を行う。地域共生社会の実現に向け住民同士が支え合う環境づくりを進めるため、
　市町村社協連絡協議会と連携し、市町村社協における住民の参加促進の課題共有や職員の資質向上
　を図る。
　また、近年の災害の多発、甚大化に伴い、市町村社協の災害対応も変化してきていることから、市
　町村社協連絡協議会とともに、災害時における市町村社協間の相互支援について改めて整理し、円
　滑な支援体制の構築を図る。
●市町村や市町村社協等に対し、重層的支援体制整備事業の実施の有無に応じた訪問支援や研修、情
　報共有等による支援を行い、重層的支援体制の整備及び包括的支援体制の構築を図る。
●日常生活自立支援事業に対する県民のニーズは高く利用者数が年々増加していることから、引き続
　き適正な事業執行に努めるとともに、日常的金銭管理支援の手段等、市町村社協において課題とな
　っている事項について、行政等との情報共有会議を開催し本事業への理解を進めるとともに、適切
　な支援が行える仕組を検討していく。また、利用者の判断能力の低下等に合わせてよりスムーズに
　成年後見制度に移行できるよう、成年後見制度の申立てや市町村社協における法人後見事業実施に
　ついての支援等を行う。
●単位民児協及び市町村民児協が取り組む「民生委員制度創設100周年地域版活動強化方策」の作成を
　支援するとともに、策定された「福島県版 活動強化方策2021」を基本とした効果的な活動を支援す
　る。また、民生委員・児童委員の階層ごとに必要な知識と技術等を得るための研修を企画・実施す
　る。さらに、地域共生社会づくりに関して理解を深めるとともに、取組が推進されるよう、民生委
　員・児童委員及び主任児童委員の研修を企画・実施する。

地域福祉部
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1-5 ボランティア・福祉教
育担当者研修の開催

1回
（2日）

11月
12月

郡山市

　各市町村社協で取り組むボランティア・
福祉教育事業について、地域住民や学校、
企業、福祉施設等と連携しながら取り組む
仕組みづくりを学ぶ研修を実施する。地域
福祉に携わる人材の確保・養成を目的に開
催する。

推進項目１
推進項目２
推進項目６
推進項目７
推進項目８

1-6 地域共生社会づくり推
進事業の実施

2市町村
社協

通年 県内

　県内の市町村社協と協働で地域住民を対
象としたセミナーを開催する。各地域の地
域生活課題を共有し、地域内外の取組や工
夫等を住民同士で話し合うことにより福祉
教育の推進を目的に実施する。

推進項目１
推進項目２
推進項目６
推進項目７

1-7
【新規】
福祉教育実践事業の実
施

1校 通年 県内

　県内の市町村社協及び学校と協働し、生
徒・学生を対象とした実践的・体験的な福
祉教育を実施する。生徒・学生の福祉に対
する幅広い見方や考え方を養い、福祉への
理解を促すとともに、地域福祉課題の解決
に取り組む福祉人材の育成を図る。

推進項目１
推進項目２
推進項目６
推進項目７

1-8 ボランティア活動推進
委員会の開催

1回
（1日）

2月 福島市
　県内のボランティア活動を推進するため
に協議を行う。

推進項目１
推進項目２

1-9 助成金等の情報収集・
提供

随時 通年
　ボランティア団体等の活動を推進するた
め、活用できる助成金等の情報収集と提供
を行う。

推進項目９

1-10 全国・ブロック会議等
への参加

随時

①業務担当部課長・所長会議
②災害ボランティアセンター運営(支援)者
　研修
③全国福祉教育推進者研修
④災害ボランティアセンター担当者会議
⑤ブロック地域福祉部課長会議

推進項目８
推進項目10

２．災害ボランティア活動支援

2-1 災害に備えた支援体制
の整備

随時 通年

　市町村社協における災害対応や災害ボラ
ンティアセンター設置･運営にかかる要綱･
指針の策定状況を把握し、適宜支援を行
う。

推進項目１
推進項目２
推進項目３

2-2
災害ボランティアセン
ター運営研修（協働
編・担当者編）の開催

1回
（2日）

6月 福島市

　市町村社協、市民活動支援センター、Ｎ
ＰＯ団体及び行政等の職員を対象に、多機
関との協働型センター運営に必要なスキル
の習得を図るための研修を開催する。

2-3
災害ボランティアセン
ター運営研修（管理職
編）の開催

1回
(2日)

6月 福島市

　市町村社協において、災害ボランティア
センター運営に係る社協体制のマネジメン
トや外部支援との調整を担う職員のスキル
アップを図るために研修を開催する。

2-4
福島県災害ボランティ
アネットワーク連絡会
の開催

1回以上 5月 福島市

　災害時には情報共有しながら円滑な災害
支援を効果的に行うため、平時から、青年
会議所や連合福島等県域の多様な組織・団
体間の連携体制を構築する

推進項目１
推進項目２
推進項目３

2-5
災害ボランティアに関
する市町村及び市町村
社協連絡会議の開催

1回
（1日）

6月 福島市
　災害時に備え、県及び市町村域における
他機関との連携体制の強化に向けた情報共
有会議を開催する。

推進項目１
推進項目２
推進項目３

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画

推進項目１
推進項目２
推進項目３
推進項目８

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画
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2-6
災害ボランティアに関
する情報共有体制の強
化

随時 通年

　平時及び災害時の災害ボランティアに関
する情報について本会ホームページ等を活
用した情報発信の強化と情報共有体制の整
備を行う。

推進項目１
推進項目２
推進項目３

３．地域福祉推進支援・市町村社協活動支援

3-1 地域福祉活動計画の策
定支援

随時 通年
4市町村
社協

　計画策定に向けた取組を支援するため、
策定に取り組む県内4市町村社協に対し助
成及び職員研修等の支援を行う。

推進項目１
推進項目２

3-2
市町村社協現況調査の
実施（公益的な取組に
関する調査含む）

1回 5月

　市町村社協連絡協議会の重点活動項目に
関する取組状況等について調査し、現状を
把握する。
　また、社協間の情報共有を図るととも
に、課題などを整理し研修や個別支援につ
なげる。

推進項目１
推進項目２
推進項目５
推進項目６
推進項目９

3-3 市町村社協への個別支
援の実施

随時 通年

　相談や訪問等により、市町村社協の運営
状況や事業の実施状況、公益的な取組等を
把握するとともに、課題解決や今後の事業
展開等を個別に支援する。

推進項目１
推進項目２
推進項目５

3-4 市町村社協便覧の作成 1回 6月

　市町村社協の事業内容や職員体制等の現
状を把握するため便覧を作成する。
　また、情報交換等に活用いただくため、
市町村社協へ配布し、相互の連携強化を図
る。

推進項目９

3-5
市町村社協連絡協議会
会長会（全体会）の開
催

2回
7月
2月

郡山市
オンライン

3-6
市町村社協連絡協議会
事務局長会正副会長会
議の開催

2回
8月
2月

郡山市
オンライン

3-7 市町村社協連絡協議会
要望活動の実施

1回 9月 福島市 推進項目９

3-8 市町村社協連絡協議会
地区連絡会の開催

2回
7～8月
12～1月

5地区

　市町村社協に共通する課題を共有し、課
題解決に向けた具体的取組みを協議・検討
する。
　また、専門委員会において提案された事
項等について協議を行う。

推進項目１
推進項目２

3-9 市町村社協連絡協議会
専門委員会の開催

4回

4月
9月
11月
1月

福島市
オンライン

　市町村社協職員に必要な研究、資質向上
に関することに取り組む。

推進項目１
推進項目２

3-10 社会福祉トップセミ
ナーの開催

1回 7月 郡山市

　市町村社協の役員等を対象に、共通する
課題等を踏まえ、社協としての今後の在る
べき姿を学び、新たな経営戦略等を検討す
る機会とする。

推進項目１
推進項目２
推進項目８

3-11 社協職員研修（事務局
長等）の開催

1回
（1日）

5月 福島市

　社協の事務局長として、社協の目指すべ
き方向を再確認するとともに、社協の運営
や労務管理に必要な知識等を学び、事務局
組織の課題解決につなげる。

推進項目１
推進項目２
推進項目８

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所

推進項目１
推進項目２

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画

目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画

　市町村社協間の連絡調整・情報交換、福
祉課題の共有化を図り、課題の解決や基盤
強化に努めるとともに、必要に応じ行政等
に対する要望活動を実施する。
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3-12 社協職員研修（中堅職
員）の開催

1回
（2日）

10月 福島市

　社協の中堅職員として必要な知識・技術
を学ぶ。
　なお、生活支援相談員や現業の職員も対
象とする。

推進項目１
推進項目２
推進項目８

3-13 社協職員研修（新任職
員）の開催

1回
（2日）

7月 福島市

　社協の新任職員として必要な知識・技術
を学ぶ。
　なお、生活支援相談員や現業の職員も対
象とする。

推進項目１
推進項目２
推進項目８

3-14
【再掲】
地域生活課題の解決に
向けたソーシャルワー
ク（CSW）研修の開催

2回
（5日）

9月
10月
11月

郡山市

　複合的な地域生活課題を受け止める包括
的な支援体制づくりに向けて、社会福祉施
設・事業所及び市町村社協職員がともに地
域の福祉拠点としての専門性やノウハウを
高めることを目的に、社会福祉法人経営者
協議会との協働で研修を実施する。

推進項目１
推進項目２
推進項目６
推進項目７
推進項目８

3-15 市町村社協会計・経理
担当者研修会の開催

1回
（1日）

10月 郡山市
　市町村社協の会計・経理担当者を対象に
社会福祉法人会計等に関する研修を実施す
る。

推進項目１
推進項目２
推進項目８

3-16 オンラインサロンの開
催

[地域]
1回

［介護］
1回

1月 オンライン
　地域づくり、介護保険事業を担当する社
協職員を対象に、オンラインを活用した情
報交換、課題共有を目的に開催する。

推進項目１
推進項目２
推進項目８

3-17
生活支援体制整備事業
担当職員研修の開催
（基礎編・実践編）の
開催

基礎編
1回

実践編
2回

6月
10月

郡山市
　生活支援コーディネーター等事業担当職
員の育成と事例共有、情報交換を目的に開
催する。

推進項目１
推進項目２
推進項目８

3-18 生活支援体制整備事業
推進連絡会の開催

2回
6月
2月

福島市

　生活支援コーディネーターによる県内市
町村の事業推進状況の共有や今後の取組の
方向性を協議することで本事業の推進を図
ることを目的とする。

推進項目１
推進項目２
推進項目８

3-19
重層的支援体制整備事
業の実施に向けた研修
の開催

1回
（1日）

10月 福島市
　市町村における重層的支援体制構築及び
包括的支援体制構築に向けた研修を実施す
る。

推進項目１
推進項目２
推進項目４
推進項目８

3-20 重層的支援体制整備事
業情報共有会議の開催

1回
（1日）

8月 オンライン

　市町村における重層的支援体制構築及び
包括的支援体制構築について、情報交換や
課題の共有化を図り、今後の取組について
協議する。

推進項目１
推進項目２
推進項目４
推進項目８

3-21

重層的支援体制整備事
業の体制構築及び包括
的支援体制構築のため
市町村、市町村社協に
対する訪問支援

20回 随時 県内

　重層的支援体制整備事業の体制構築及び
包括的支援体制構築のための実態調査な
ど、地域共生社会づくりに向けた市町村・
市町村社協等への訪問支援を行う。

推進項目１
推進項目２
推進項目４

3-22
重層的支援体制整備事
業構築に向けたアドバ
イザーの派遣

5回 随時 県内
　市町村の重層的支援体制整備事業の構築
を支援するため、アドバイザーを派遣し、
市町村の実情に応じた支援を行う。

推進項目１
推進項目２
推進項目４

3-23
地域包括・在宅介護支
援センター協議会活動
の推進

総会  1回
役員会2回
委員会6回
研修会2回
広報誌等
調査研究

通年 県内

　「地域包括ケアシステム」を推進する上
で、地域包括・在宅介護支援センターに求
められる役割が期待されており、研修等を
通じて職員の資質向上とセンターの機能強
化のための体制整備を目指す。

推進項目１
推進項目２
推進項目４
推進項目５

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画
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４．日常生活自立支援事業

4-1
市町村社協への業務委
託、生活保護受給利用
者利用料助成

通年

　市町村社協へ本事業の一部業務委託を
し、市町村社協とともに実施する。
　また、生活保護受給利用者の利用料を市
町村社協へ助成する。

推進項目５

4-2 市町村社協担当者会議
の開催

1回 7月

福島市
県総合社会福

祉センター
オンライン併
用

　市町村社協の担当職員により本事業の運
用状況の報告及び課題等について協議す
る。

推進項目５

4-3 市町村社協への現地確
認

20社協
程度

6～11月
対象市町村
社協

　援助実施記録票や通帳等の保管状況の確
認を行う。

推進項目５

4-4
【一部新規】
市町村社協への現地支
援及び相談対応、契約
等支援

随時 通年
各市町村社
協

　新規ケースや困難ケース等に対し現地支
援を行う。
　また、金銭管理支援システムのモデル運
用を行う。

推進項目５

4-5 契約締結審査会の開催 6回 隔月
福島市
県総合社会福
祉センター

　契約締結能力に疑義があるケースについ
て専門的見地から審査会を開催し、適切な
支援に努める。

推進項目５

4-6 市町村社協新規担当職
員研修の開催

1回 5月 郡山市
　市町村社協新規担当職員を対象に業務内
容の説明会を実施する。

推進項目５

4-7 専門員・担当職員学習
会の開催

1回 11月 郡山市

　担当職員の利用者支援のためのスキル
アップを図る研修を実施する。専門性を高
めるため、実践の振り返りと事例の共有に
より、課題対応力の向上を図る。

推進項目５
推進項目８

4-8 関係職員ミーティング
の開催

3回
9月
1月
3月

オンライン
　本事業における各社協での課題等の共
有、または解決策の検討などを行い、解決
につなげる。

推進項目５

4-9 生活支援員新規養成研
修会の開催の支援

随時 通年
　市町村社協が開催する新規生活支援員養
成研修が円滑に進むよう、研修に関する支
援を実施する。

推進項目５
推進項目８

4-10 生活支援員実働者研修
会の開催

3回
10月～
11月

県内3か所 　生活支援員実働者の資質向上を図る。
推進項目５
推進項目８

4-11 関係機関連絡会議の開
催

1回 未定 オンライン
　本事業における生活保護受給利用者の現
状や課題を県内の行政機関と協議し共通理
解を図る。

推進項目５
推進項目８

4-11
県民、関係機関・団体
等への権利擁護制度周
知

随時 通年

　民生児童委員や福祉関係者等をはじめ、
市町村社協等と協働し住民等へ本事業及び
成年後見制度などの権利擁護制度について
周知を図る。

推進項目５
推進項目９

4-12 成年後見移行・法人後
見実施に向けた支援

随時 通年

　あんしんサポートから成年後見制度への
スムーズな移行や法人後見の具体的実施方
法について各社協に対し、三士会等と連携
し支援する。

推進項目５

4-13 全国・ブロック会議等
への参加

随時 随時

①北海道・東北ブロック道県・指定都市日
　常生活自立支援事業担当者会議
②都道府県・指定都市社協日常生活自立支
　援事業所長会議

推進項目５
推進項目10

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画
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５．民生委員・児童委員活動支援

5-1 民生児童委員協議会会
長等研修会の開催

1回
(1泊2日)

6月 郡山市

　単位民児協の会長等を対象に、民児協の
運営や地域版活動方策策定を通じた地域活
動を進めるうえでのポイントや一斉改選時
のスムーズな引継ぎについて学ぶための研
修を実施する。

推進項目７

5-2
中堅民生委員・児童委
員研修会の開催
（※相談援助研修会と
合同開催）

3回 7月
福島市
郡山市

会津若松市

　地域の福祉課題を住民とともに理解し、
その課題解決に取り組むにあたって必要な
知識や技術を学ぶための研修を実施する。
　今年度は、相談援助に関する基本的な知
識と技術を身に付けるための研修を実施す
る。

推進項目７

5-3 新任民生委員児童委員
研修会の開催

随時 通年 各市町村

　令和4年12月の一斉改選以降新たに委嘱
された民生委員・児童委員が活動に取り組
むにあたって必要な基本的な事項等を学ぶ
ための研修を実施する。
　令和4年度作成のDVDを活用し、各市町村
にて実施する。

推進項目７

5-4
相談援助研修会の開催
（※中堅民生委員・児
童委員研修会と合同開
催）

3回 7月
福島市
郡山市

会津若松市

　相談援助に関する基本的な知識と技術を
身に付けるための研修を実施する。

推進項目７

5-5 主任児童委員研修会
（基礎）の開催

1回 10月 郡山市

　令和4年12月の一斉改選後で新たに委嘱
された主任児童委員が活動に必要な基礎的
な知識・活動内容等を学ぶための研修を実
施する。

推進項目７

5-6 主任児童委員研修会
（課題別）の開催

1回 ８月 郡山市
　主任児童委員活動に必要な課題別の知
識・活動内容を学び、実践に活かすことを
目的に研修を実施する。

推進項目７

5-7 指定民児協への助成 随時 通年
　令和5～6年度・令和6年～7年度の指定民
児協（4民児協）へ助成を行い、活動を支
援する。

推進項目７

5-8 互助給付事業の実施 随時 通年
　民生委員・児童委員、主任児童委員の傷
病等に対する互助給付金を交付する。

推進項目７

5-9 全国・ブロック会議等
への参加

随時 随時

①都道府県・指定都市民児協事務局会議
②全国民生委員児童委員大会
③北海道・東北ブロック道県・指定都市民
　児協会長等会議

推進項目７
推進項目10

場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画

当年度
実施内容

実施
回数

日程
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令和６年度重点方針

1
生活支援相談員・避難
者地域支援コーディ
ネーター等の配置

通年 随時 21社協

　21社協に生活支援相談員・避難者地域支
援コーディネーター等を配置し避難者に対
する個別支援・地域支援を行うとともに関
係機関との連携を図る。

推進項目２
推進項目８

2 生活支援相談員基礎研
修の開催

1回
(1回2日)

5月
随時

郡山市
　新たに雇用された生活支援相談員に対し
て基礎的な知識を学ぶ研修を行う。

推進項目２
推進項目８

3
生活支援相談員等テー
マ別研修の開催（主任
生活支援員含む）

4回
(1回1日)

6月～
12月

郡山市他
　生活支援相談員活動における課題に対す
る研修を行う。（主任生活支援員含む）

推進項目２
推進項目８

4

【新規】
社協連携による広域避
難者支援モデル事業の
実施（社協連携避難者
支援センター郡山の開
設）

通年 4月～ 郡山市

　避難元（富岡町・大熊町・双葉町）・避
難先（郡山市）の社協が連携し、丸ごとの
支援活動（相談・支援・見守り・居場所づ
くり・住民・地域とのつながり等）を実行
する。

推進項目２
推進項目８

5

【一部新規】
復興公営住宅等見守り
連携会議の開催（各地
区避難者地域支援コー
ディネーター連絡会議
併催）

４回
(地区別)

随時 県内各地

　昨年度実施の復興公営住宅入居者実態調
査（72団地4843戸対象）結果に基づく課題
把握と支援のあり方の協議と団地ごとの支
援方策を展開する。
　避難者地域支援コーディネーター事業の
課題等の共有と連携を図る。

推進項目２

6
避難元及び避難先民生
児童委員協議会並びに
社協合同情報交換会の
開催

1回 10月 福島市

　避難元及び避難先社協、民生児童委員協
議会、関係機関・団体との間で、避難者の
生活再建に向けた支援並びに生活支援相談
員の活動や課題について情報共有を図る。

推進項目２

7 被災者生活支援調整会
議の開催

県域2回
地区2回

県域
6月2月
地区
5月1月

県域
福島市
地区

県内各地

　避難者（被災者）支援を行う市町村社協
及び市町村、関係支援団体、国及び県行政
関係部局等が、円滑で効果的な支援活動を
行えるよう、情報共有と支援活動の調整を
図る。（※地区会議２回目は県域会議併
催）

推進項目２

8
県域避難者地域支援
コーディネーター連絡
会議研修の開催（主任
生活支援員含む）

1回
(1回2日)

7月 郡山市

　令和４年度新設、令和５年度拡充の避難
者地域支援コーディネーターの県域による
情報交換・情報共有を図るとともに地域支
援にかかる研修会を開催。

推進項目２

 地域共生課
 避難者生活支援・相談センター

●市町村社協に配置している生活支援相談員が、複雑化する避難者個々の相談やニーズへの対応と併せ、
　サロン活動や住民同士の支え合い活動等の支援に取り組み、避難先地域や帰還した地域でのコミュニ
　ティづくりができるよう行政・専門機関・県民生児童委員協議会等と協働・連携し支援する。
●第２期復興・創生期間後の社協における避難者支援の在り方について、避難者見守り・相談支援事業在
　り方検討会（仮称）を設置し協議するとともに方向性を示すこととする。
●避難元自治体の避難者が混在し生活する郡山市内において、社協連携による広域避難者支援モデル事業
　として「社協連携避難者支援センター郡山」を設置し、「丸ごとの支援活動」を展開する。
●令和５年度実施の県内復興公営団地（72団地4767戸）の入居者実態調査研究事業結果に基づく支援策の
　実施と、コロナ禍後の新たな人と地域との交流づくりを推進するため、「人・地域・結ぶ推進事業」を
　展開する。

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画
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当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画

9
避難者地域支援コー
ディネーター研修の開
催

3回
(1回2日)

4月
9月
11月

郡山市
　避難者地域支援コーディネーターが担う
ＣＳＷ機能等について研修を行う。（※コ
ミュニティソーシャルワーク研修と併催）

推進項目２
推進項目８

10
【新規】
「人・地域・結ぶ推進
事業」の展開

通年 通年 県内各地

　令和５年度実施の復興公営住宅入居者実
態調査（72団地4843戸対象）結果に基づく
支援メニューを団地ごとに実行する。
①居場所づくり（集会所利活用）
②サロン活性化（フレイル予防）
③団地支えMAPづくり（地域再発見）
④SNS繋がりづくり（スマホ・LINE）
⑤人・地域懇談会　等

推進項目２

11
避難者生活再建支援シ
ステムの運用と利活用
会議の開催

通年 通年
　生活支援相談員の相談活動を効果的に支
援する「避難者生活再建支援システム」の
統一的な運用と利活用会議の開催する。

推進項目２

12
生活支援相談員、避難
者地域支援コーディ
ネーター活動の広報

通年 随時

　ホームページ、SNS、広報誌、活動事例
冊子等により、生活支援相談員、避難者地
域支援コーディネーター等の活動並びに避
難者（被災者）の状況を積極的に広報す
る。

推進項目２
推進項目９

13 市町村社協訪問支援事
業の実施

通年 通年

　市町村社協に配置している生活支援相談
員等の活動状況と抱えている課題を確認
し、情報共有と共通認識や具体的な支援活
動に繋げるために訪問支援を行う。

推進項目２

14 専門アドバイザー派遣
事業

通年 通年
　生活支援相談員等が抱える支援困難事例
の解決を図るため、福祉専門職を派遣し生
活支援相談員活動を支援する。

推進項目２

15

【新規】
福島県における避難者
見守り・相談支援事業
在り方検討会（仮称）
の開催

6回 随時 県内各地

　第２期復興・創生期間（令和７年度ま
で）後の社協における避難者支援の在り方
等について協議し、令和８年度以降の支援
の方向性等を示す。

推進項目２
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令和６年度重点方針

1
生活福祉資金及び臨時
特例つなぎ資金の貸付
実施

随時 通年

　生活上の課題を抱える低所得世帯等への
貸付を行うことにより、経済的自立を支援
する。
①総合支援資金
②福祉資金
③教育支援資金
④不動産担保型生活資金
⑤要保護世帯向け不動産担保型生活資金
⑥臨時特例つなぎ資金

推進項目４

2 新型コロナ特例貸付の
債権管理

随時 通年

　新型コロナ特例貸付（緊急小口資金・総
合支援資金）の償還への対応等の適正な執
行を図ると共に借受世帯の生活再建に向け
たフォローアップ支援を行う。
①督促通知の送付
②住民票・戸籍附票の照会
③滞納世帯への電話による状況把握及び
  償還指導
④償還猶予通知の送付
⑤償還免除通知の送付

推進項目４

3 緊急小口資金（震災特
例貸付）の債権管理

随時 通年

　世帯状況の把握に努め、滞納債権の適正
な管理に努める。
①滞納世帯への訪問及び電話等を通じた
　状況把握、償還指導
②督促通知の送付

推進項目４

4 滞納債権の管理 随時 通年

　市町村社協や民生委員等と連携し償還指
導面接会を通じて世帯状況の把握に努め、
滞納債権の適正な管理に努める。
①滞納世帯との償還指導面接会の開催
②督促通知の送付
③住民票・戸籍附票の照会

推進項目４

5 生活福祉資金貸付審査
等運営委員会の開催

12回 毎月1回
福島市
県総合社会福
祉センター

　専門的な見地から審査を行い、貸付事業
の適正な運営を図る。

推進項目４

6 市町村社協担当職員研
修会・会議の開催

2回
8月
12月

福島市
郡山市

　世帯が抱える課題解決のため関係機関と
連携し、必要な支援につなげられるよう、
相談援助技術・知識の向上を目的に研修会
を開催する。

推進項目４
推進項目８

7 関係事業、関係機関と
の連携

随時 通年

　自立相談支援機関や各関係機関に対して
生活福祉資金貸付制度の周知を図るととも
に、情報交換等を行う中で連携体制を強化
し、迅速な相談対応に努める。

推進項目４

 自立支援課
 生活支援室

●生活上の課題を抱える低所得世帯等に対し、世帯の経済的自立に向けた相談支援や必要な資金の貸付
　を実施する。
●市町村社協や民生委員等と連携し、滞納世帯の生活状況の把握に努め、面談等による償還指導を通じ
　借受世帯の状況に応じた助言を行うなど適切に貸付債権を管理する。
●借受世帯の生活状況を踏まえ、市町村社協や自立相談支援機関と連携を図りながら、生活再建に向け
　たフォローアップ支援を行う。

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画
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当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画

8 全国・ブロック会議等
への参加

随時

①都道府県社協生活福祉資金担当部課長会
　議
②全国生活福祉資金貸付事業担当職員研修
　会
③全国生活福祉資金貸付事業運営研究協議
　会
④北海道・東北ブロック生活福祉資金運営
　研究協議会
⑤生活福祉資金業務システム操作説明会

推進項目４
推進項目10
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令和６年度重点方針

１．生活困窮者自立支援

1-1 自立相談支援事業の実
施

随時 通年 46町村

　県北、県中、県南、会津・南会津及び
相双の県内５方部に主任相談支援員及び
相談・就労支援員を配置し、県保健福祉
事務所管内(46町村)の生活困窮者を対象
に、自立に向けた相談支援を行う。

推進項目４

1-2 一時生活支援事業の実
施

随時 通年 46町村

　県保健福祉事務所管内(46町村)の一定
の住居を持たない生活困窮者を対象に、
一定期間宿泊場所の供与や食事の提供、
日常生活を営むために必要となる物資の
貸与又は提供等の支援を行う。

推進項目４

1-3 家計改善支援事業の実
施

随時 通年 46町村

　県保健福祉事務所管内(46町村)の家計
に課題を抱える生活困窮者を対象に、家
計の状況や課題を把握して家計収支の見
える化等の専門的な助言や家計管理等の
支援を行う。

推進項目４

1-4 就労準備支援事業の実
施

随時 通年

県中地域
(9町村)
会津地域
(15町村)

　県中及び会津・南会津保健福祉事務所
管内(24町村)の就労に準備が必要な生活
困窮者を対象に、日常生活自立・社会生
活自立・就労自立に向けた支援を有期で
行う。
　なお、必要に応じ認定就労訓練事業と
も連携し、段階的な支援を行う。

推進項目４

1-5 食料等の緊急的支援の
実施

随時 通年 46町村

　生活困窮者支援への理解を促進し、連
携協定締結等の企業・団体や有志の個人
からの支援の輪を広げ、支援対象者への
緊急的支援として食料等の提供を行う。

推進項目４

1-6 支援調整会議の開催 随時 随時 46町村

　支援対象者ごとに支援計画を策定し、
支援に関わる関係機関・団体等の参集の
もと効果的な支援内容について協議する
支援調整会議を対象町村ごとに開催す
る。

推進項目４

1-7 生活困窮者支援を通じ
た地域づくり

随時 随時 46町村

　生活困窮者の早期把握や見守りのため
の仕組みづくりや社会参加の場づくりな
どについて支援調整会議や地域連絡協議
会等において協議を進めるなど、生活困
窮者支援を通じた地域づくりに取り組
む。

推進項目４

第５期
活動推進
計 画

 自立支援課
 生活自立サポートセンター

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所

●家計や就労、住まい等の生活に関する困り事を抱える生活困窮者の自立に向けて、本人や家族の状態
　に応じた相談支援を実施する。また、多様で複合的な課題を抱える世帯や社会情勢の影響を受けて生
　活に困窮する世帯等に対しては、関係機関と連携しながら包括的かつ継続的な相談支援に取り組む。
●生活困窮者の社会的な孤立を防止するため、行政や関係機関、地域住民等とのネットワークの構築を
　進め、早期把握や見守りなど、多様な主体が協働して地域の住民を支え合う体制づくりに取り組む。
　併せて、地域に生活困窮者の働く場や居場所が不足していることから、関係機関と協議を行うなど、
　生活困窮者支援を通じた地域づくりに取り組む。
●新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に伴い特例貸付や自立支援金の支援を受けたものの、今もな
　お生活再建に課題が残る世帯に対しては、フォローアップを継続しながら長期的な視点に立った自立
　支援に取り組む。
●本会が実施する生活困窮者自立相談支援事業の対象者で、既存の制度では対応できない課題に対応す
　るため、自立促進を目的とした支援を本会の公益的な取組として実施する。

目的・方向・考え方
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第５期
活動推進
計 画

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方

1-8
管内町村・社協・その
他関係機関との連携強
化

随時 随時
各事務所
単位

　支援調整会議や地域連絡協議会の開催
等により、地域内の関係機関との緊密な
連携のもと地域共生社会の実現に取り組
む。
　また、県弁護士会、法テラスとの協定
により県内で司法へのアクセスが困難な
地域において法律相談会を開催し、支援
の拡充を図る。

推進項目４

1-9
管内町村・社協・その
他関係機関への制度の
広報・啓発

随時 随時
各事務所
単位

　本会の業務に密接に関わる町村社協等
が開催する研修等の機会を通じて、生活
困窮者自立支援制度の説明を実施する。

推進項目４

1-10 全国・ブロック会議等
への参加

随時 随時

①自立相談支援事業従事者養成研修
②福島県生活保護受給者等就労自立促進
　事業協議会
③福島県生活困窮者自立支援連絡協議会
④福島県居住支援協議会
⑤福島県被害者等支援連絡協議会
⑥福島県青少年支援協議会

推進項目10

２．本会の地域における公益的な取組

2-1 生計困難者自立支援事
業の実施

随時 通年

生活困窮
者は46町
村居住
者、
矯正施設
退所者は
県内全域

　本会が実施する生活困窮者自立相談支
援事業対象者及び福島県内に居住する地
域生活定着支援事業対象者であって、他
の制度や支援が利用できない者に対し、
緊急支援を行うなど自立促進を目的とし
た現物給付型の支援を行う。

推進項目２
推進項目４

目的・方向・考え方
当年度

実施内容
実施
回数

日程 場所
第５期

活動推進
計 画



―　 ―21

令和６年度重点方針

1 コーディネート業務 随時 通年

　保護観察所及び他都道府県センターから
の特別調整対象者協力依頼に基づき、退所
後の居住の場を確保するとともに、各種福
祉サービス等の利用を支援する。
　不起訴等となった人が地域で安心して生
活できるよう、福祉サービスの調整を図り
その支援を行う。

推進項目５

2
保護観察所等との特別
調整対象者にかかる連
絡会議

12回 毎月 福島市

　保護観察所、矯正施設、地域生活定着支
援センター等をメンバーとして、矯正施設
入所中の特別調整対象候補者について、そ
の情報を共有するとともに、必要な支援方
策等について協議する。

推進項目５

3
検察庁、保護観察所等
との重点実施対象者に
かかる連絡会議

2回
5月
10月

福島市

　検察庁、保護観察所、地域生活定着支援
センター等をメンバーとして、被疑者・被
告人の重点実施対象候補者について、その
情報を共有するとともに、必要な支援方策
や仕組み等について協議する。

推進項目５

4 支援調整会議等へのア
ドバイザー派遣

随時 通年

　対象者の支援調整会議や事例検討会、刑
務所での面接等に対し、運営推進委員等の
専門家が参加し、支援の方向性等について
助言を行う。

推進項目５

5 フォローアップ業務 随時 通年

　特別調整及び重点実施によって居住の場
が確保され、各種福祉サービス等を利用す
ることになった対象者のケア会議への参加
や訪問活動等を行うことにより、安定した
地域生活を送ることができるよう支援す
る。

推進項目５

6 地域関係機関連絡会議 1回 10月 県北地区

　各地域において、行政、福祉、保健、医
療関係者等の実務者レベルの職員が集ま
り、対象者の支援について協議し、本事業
に対する理解の促進と支援体制の構築を図
る。

推進項目５

7 地域福祉支援検討会 2回
9月
11月

2か所

　重層的な課題を抱える人への支援方策に
ついて、福祉・司法・更生保護・医療等と
いった官民の多様な機関による拡大ケース
会議等を開催し、問題解決を図る。

推進項目５

8 運営推進委員会 1回 2月 福島市

　本事業の実施状況や課題を共有し、地域
生活定着支援センターの運営に関して各専
門分野の委員から助言をいただくととも
に、対象者の支援に向けた関係機関の連携
のあり方等について検討する。

推進項目５

9 地域生活定着支援セン
ター研修会

1回 11月 オンライン

　司法・行政・福祉・保健医療などの幅広
い関係者が、対象者の支援について理解を
深めるとともに、情報共有を図ることによ
り支援の充実につなげる。

推進項目５
推進項目８

 自立支援課
 地域生活定着支援センター

●高齢や障がい等の状況にある被疑者・被告人、矯正施設を退所する人が、地域において安心して生
　活できるよう地域社会、関係機関の理解促進を図りながら支援する。
●検察庁、保護観察所及び矯正施設等と連携し、市町村や相談支援機関、福祉施設等の協力を得なが
　ら、居住の場を確保するとともに、福祉サービスの利用調整等を行う。

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画
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当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画

10 広報啓発活動 随時 通年

　高齢や障がい等の状況にある被疑者・被
告人や矯正施設を退所する人が、適切な福
祉サービスを利用しながら地域生活が送れ
るよう、各種研修会や会議の場を活用して
啓発活動を行う。

推進項目５
推進項目９

11 全国・ブロック会議等
への参加

随時 随時

①全国地域生活定着支援センター協議会総
　会
②地域生活定着支援人材養成研修
③北海道・東北ブロック地域生活定着支援
　センター所長会議
④北海道・東北ブロック地域生活定着支援
　センター研修会
⑤北海道・東北管内刑務所出所者等に対す
　る福祉支援に係る協議会
⑥地域生活定着支援センター社協関係者連
　絡会議

推進項目10
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令和６年度重点方針

１．福祉人材の確保

1-1 福祉人材センターの運
営

随時 通年

　求人事業所及び求職者からの相談に応
じ、福祉人材情報システム（ＣＯＯＬシ
ステム）等を活用しながら就職に結びつ
けられるよう斡旋（あっせん）を行う。

推進項目８

1-2 福祉人材センター運営
委員会の開催

1回 7月 福島市
　福祉人材センター事業運営のための意
見・情報交換を行う。

推進項目８

1-3
福祉人材センター協力
指定事業担当者会議の
開催

1回 5月 福島市

　無料職業紹介を進めるにあたり、県内
６市社協を指定し、事業ＰＲや求職登録
事務等を行うため、意見・情報交換を行
い、円滑な推進を図る。

推進項目８

1-4 福祉の仕事相談会の開
催

48回

毎月

隔月

 郡山市
 いわき市
 会津若松市

 南相馬市
 白河市

　県内５市社協の協力のもと、出張相談
会を行い、求職者への職業紹介や相談支
援を行う。

推進項目８

1-5
福祉人材の確保・育
成・定着に関する調査
の実施

1回 7月

　県内の福祉施設・事業所で働く職員の
就労に関する考え方や意見・意向、仕事
の魅力、就業継続の要件等を把握し、今
後の福祉人材の確保・育成・定着に関す
る基礎資料とする。

推進項目８
推進項目９

1-6
福祉・介護人材確保
マッチング支援事業の
実施

随時 通年

　キャリア支援専門員を配置し、福祉・
介護の仕事を希望する求職者の就職支援
を行うとともに、施設・事業所の働きや
すい職場づくりが整備されるよう支援す
る。

推進項目８

1-7
ハローワーク等におけ
る相談活動の実施 108回 毎月

福島市
二本松市
郡山市

須賀川市
白河市

会津若松市
喜多方市
南相馬市
いわき市

　県内のハローワークや関係機関のイベ
ント及びガイダンス等にて出張相談を行
い、求職者への職業紹介や相談支援を行
う。

推進項目８

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方

 福祉人材課
 福祉人材センター（保育士・保育所支援センター）

●福祉人材の確保に向け無料職業紹介事業を継続するとともに、ハローワークと連携を図り、求職
　登録者を福祉の職場へつなげられるようマッチングをし、福祉人材の定着を促進する。
●福祉施設・事業所と連携し、幅広い年齢層が福祉の職場を見学・体験する機会を提供し、福祉の
　仕事の魅力ややりがいを伝える。
●介護職員の負担軽減とサービスの向上を図るため、介護の周辺業務（清掃、洗濯、食事の片付け
　等）を担う介護助手の取組みを推進する。
●福祉・介護人材の養成・確保を図るため、モデル地域の関係機関等と情報交換等を行いながら、
　今後の取組に向けた協議を行う。
●相双地域等の介護人材を確保するため、意識調査を実施するとともに、県外に対する相双地域等
　の情報発信に取り組む。
●様々な広報媒体を活用しながら、福祉・介護の仕事の理解と魅力の発信し人材確保につなげる。

当年度
実施内容

第５期
活動推進
計 画

人材研修部
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実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
当年度

実施内容

第５期
活動推進
計 画

1-8
「はあとふるふくし
ま」・ホームページに
よる広報・啓発

随時 随時
　福祉人材確保・育成・定着に関する県
内の取組等を掲載し、広報・啓発を行
う。

推進項目８
推進項目９

1-9 福祉の仕事ガイド動画
等の作成

随時 随時
　求職者向けの動画を作成し、仕事の内
容や働き方等、福祉の職場についてわか
りやすく伝える。

推進項目８

1-10
福祉の仕事就職支援セ
ミナー、求職者への相
談支援の実施

随時 通年

　福祉の仕事就職支援セミナーの開催、
求職者のニーズに応じた情報提供や、施
設見学・職場体験の機会の設定など、求
職者の個々の状況に応じた相談支援を行
う。

推進項目８

1-11 合同就職説明会の実施 9回
7-8月
1-2月

県内5地区
　集合型での合同説明会を県内で行い、
求人事業所と求職者のマッチングの機会
を様々な形で提供する。

推進項目８

1-12 多様な人材を確保する
セミナーの開催

3回 通年 郡山市

　県内の福祉施設・事業所の採用担当者
等に向けた、全国の好事例の紹介・SNSの
有効活用法・職場環境の向上方法等につ
いて学ぶをセミナーを開催する。

推進項目８

1-13 求職者向けの施設情報
検索サイトの活用

随時 通年
　求職者向けの施設情報の検索サイトを
活用し、合同就職説明会に参加する法人
の魅力発信等を積極的に行う。

推進項目８

1-14 施設・事業所訪問事業
の実施

随時 通年
　各福祉施設・事業所を訪問し、求人登
録を促進するとともに、求職者のニーズ
に関する事例等の情報提供を行う。

推進項目８

２．福祉人材の育成

2-1
ふくしまの福祉を支え
る人材の育成事業の実
施

随時 通年
　福祉・介護人材の確保を図るため、福
祉・介護を支える人材の育成事業を行
う。

推進項目８

2-2
福祉・介護の仕事説明
会、職場見学会、職場
体験の実施

随時 随時
高校、専
門学校、
短大等

　県内の高校や専門学校へ施設職員と共
に訪問し、福祉の職場のやりがいや魅力
を伝えるとともに、職場見学や職場体験
を実施する。

推進項目８

2-3
介護のマンガ冊子の制
作、親子施設見学会の
実施

1回
5回

6月
8～10月

　小学生５年生を対象に、介護の仕事を
理解してもらうため、介護のマンガ冊子
の制作及び親子施設見学会を行う。

推進項目９

2-4 高校訪問による進路指
導の支援

35回 随時
　県内の高校を訪問し、進路指導担当教
諭に進路状況を聞き取り、福祉の仕事へ
の就職支援について案内をする。

推進項目８
推進項目９

2-5 介護助手の募集支援 随時 通年

　地域の多様な人材を介護助手として雇
用することで、介護職員の負担軽減や人
材確保を図りサービスの質の向上を目指
す取組を推進し、様々な広報媒体を活用
して介護助手の募集支援を行う。

推進項目８

目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所
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実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
当年度

実施内容

第５期
活動推進
計 画

2-6 介護助手導入（予定）
施設等に対する支援

随時 通年

　介護助手導入の手引きや説明動画を用
いて、介護業務の機能分化を推進すると
ともに、先進的に取り組んでいる施設を
紹介することで介護助手の育成・定着を
図る。

推進項目８

2-7

【新規】
県北地域における福
祉・介護人材の養成確
保に関するセミナー及
び情報交換会の実施

2回
7月
11月

　今後の福祉・介護人材の養成及び確保
を図るため、県北地域をモデル地区と
し、関係機関との連携によるセミナー及
び情報交換等を行いながら、今後の取組
に向けた協議を行う。

推進項目８

３．保育士の確保

3-1 保育士・保育所支援セ
ンターの運営

随時 通年

　求人事業所及び求職者からの相談に応
じ、福祉人材情報システム（ＣＯＯＬシ
ステム）等を活用しながら就職に結びけ
られるよう支援を行う。

推進項目８

3-2 保育所経営者セミナー
の開催

1回 10月 郡山市
　県内の保育施設等を対象に経営者向け
のセミナーを開催する。

推進項目８

3-3 保育分野合同就職説明
会の実施

3回 7-8月 県内3地区

　県内３地区において、集合型での合同
就職説明会を行い、求人事業所と求職者
のマッチングの機会を提供する。（1-11
と合同開催）

推進項目８

3-4 県外保育士就職活動支
援事業の実施

随時 通年

　県外在住の保育士が県内の保育所等で
の実習や就職活動に要した交通費等の助
成、県内就職者への移住支援金の助成を
行う。

推進項目８

４．被災地における福祉人材の確保

4-1
被災地における福祉・
介護人材確保事業の実
施

随時 通年

　東日本大震災により特に甚大な被害を
受けた福島県相双地域等において従事す
る介護人材を確保するための事業を行
う。

推進項目８

4-2 奨学金貸付事業、就職
支援金交付事業の実施

随時 通年
相双地域
いわき市
田村市

　県外居住者及び避難地域からの避難者
で、相双地域等の介護保険施設等に就労
する者に対し、奨学金の貸付けまたは就
職支援金の交付を行う。

推進項目８
推進項目９

4-3
広報啓発及び介護保険
施設、ハローワーク等
の訪問による事業周知
活動

随時 通年

相双地域等／
東北・関東エ
リアを中心と
した全国エリ
ア

　公共交通機関・施設等へのポスター掲
示、ＷＥＢ広告等を通じた周知を図ると
ともに、介護保険施設やハローワーク等
を訪問して本事業の周知と協力要請活動
を行う。

推進項目８
推進項目９

4-4
【新規】
被災地での介護人材確
保における広告プロ
モーション等の実施

随時 通年
関東エリアを
中心とした全
国エリア

　被災地の介護人材の確保を図るため、
県外から相双地域等へ移住し介護職とし
て働くことに関する意識調査を実施する
とともに、関東圏を中心とした介護福祉
士養成校等の学生向けに相双地域等の情
報を発信する。

推進項目８
推進項目９

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画
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 福祉研修課（介護実習・普及センター）

令和６年度重点方針

１．社会福祉従事者等の研修

1-1
福祉職員キャリアパス
対応生涯研修課程(全社
協開発)研修の実施

4コース
16回

通年 福島市

　福祉職員として求められる専門性や、組
織における役割をキャリア段階に応じて理
解する研修を実施する。
　また、当該研修実施に関連し、指導者養
成や指導者打合せ会を実施し、指導ポイン
トの確認や課題について共有する。

推進項目８

1-3 福祉研修事業運営委員
会の開催

1回 3月 福島市
　各種別部会・協議会の代表及び関係機関
団体等と連携し、充実した研修事業を行う
ための協議・意見交換を行う。

推進項目８

1-4 地域介護専門職員研修
の実施

5コース
13回

通年
二本松市
県男女共生セ
ンター

　介護に関する相談援助業務や介護業務を
行う上で必要な知識・技術について、より
専門性を高め、かつ自らの所属する施設・
事業所等に限らず広く地域において中核
的・指導的な役割を担う人材の養成を目的
として研修を実施する。

推進項目８

1-5
介護職員等による喀痰
吸引等基本研修等の実
施

[基本研修]
(講義・演習)

8日
(演習評価)

2日
48名

[基本研修］

7～8月

[実地研修]

通年

二本松市
県男女共生セ
ンター

　安全かつ適切にたんの吸引等が実践でき
るよう、介護職員を養成する基本研修を行
う。
　また、実地研修は本会基本研修受講者以
外についても対象に実施し、研修に関わる
内容・書類確認等を行う。

推進項目８

1-6 職場研修担当職員研修
(全社協開発)等の実施

2コース
2回

6月
12月

福島市

　中長期的かつ計画的な視点から、職員の
資質を向上させるため、職場研修担当者に
対し、職場研修を推進する際に必要な知識
や技能を習得する研修を行うとともに、当
該研修実施において講師を担う指導者を養
成する。

推進項目８

1-7 福祉介護人材定着促進
事業の実施

6コース
8回

通年
福島市
郡山市

　福祉施設・事業所における介護人材の育
成・定着を図るため、キャリアパス制度へ
の理解を促進し、さらに労務管理、人事評
価実務者の資質向上のための研修を行う。
　また、職場内におけるOJT推進を目的と
した研修も実施する。

推進項目８

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画

1-2
施設種別や職種に応じ
た課題別による研修の
実施

21コース
25回

通年
オンライン

福島市
郡山市

　施設種別や職種における課題等に対応す
る研修を実施する。

推進項目８

●新任職員から管理職員までの階層に応じた「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」の研修を実
　施するとともに、高齢・障がい・児童等の分野ごとに専門性を高める研修を行い、福祉関係職員の
　資質向上を図る。
●福祉施設・事業所における人材の定着に資するため、キャリアパス制度や職場内研修（ＯＪＴ）の
　促進を図る研修を実施し、職場の研修体制構築を支援する。
●各研修や講座における認知症ケアについて、介護を受ける側の感情や習性を踏まえた援助の在り方
　や、援助する側の心理に配慮した観点を盛り込んだプログラム等を構築し実施する。
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２．介護支援専門員関連事業

2-1 介護支援専門員実務研
修受講試験の実施

1回 10月 県内各地
　介護支援専門員の資格取得を支援し、福
祉人材を養成する。

推進項目８

2-2 介護支援専門員実務研
修の開催

1コース

12～3月

87時間
＋実習

オンライン
　介護支援専門員としてケアマネジメント
に必要な知識・技能を習得し、他機関・多
職種協働が実践できる専門職を養成する。

推進項目８

2-3 介護支援専門員再・更
新研修の開催

1コース
9～10月

54時間
オンライン

　実務から離れている者等に対して、実務
に必要な知識・技能の再習得により、能力
保持及び資質向上を図る。

推進項目８

３．介護実習・普及事業

3-1 県民介護講座の開催
3コース
18回

通年
二本松市
県男女共生セ
ンター

　県民を対象に、介護の基礎を学ぶ「初級
介護講座」、テーマ別に学ぶ講義中心の
「介護ワンポイント講座」、介護技術につ
いて実技中心に学ぶ「介護実技基本講座」
を行う。

推進項目８

3-2 介護セミナーの開催 1回
10月～
11月

二本松市
県男女共生セ
ンター

　「世界アルツハイマーデー(9月21日)」
「介護の日(11月11日)」にちなみ、介護や
認知症に関するイメージアップや意識啓発
を行う。

推進項目８

3-3 オーダーメイド介護講
座の開催

随時 随時
二本松市
県男女共生セ
ンター　他

　学校や公的団体・企業等を対象に、希望
するメニューに合わせて高齢者疑似体験や
認知症サポーター養成講座、介護実技講座
等を行う。

推進項目８

3-4 認知症キャラバン・メ
イト養成研修の開催

2回 6月
二本松市
県男女共生セ
ンター

　認知症サポーター養成講座の講師役とな
る「キャラバン・メイト」の養成研修を行
う。

推進項目８

４．その他

4-1 教員免許取得介護等体
験事業の実施

通年
　義務教育教員免許志願者の介護等体験を
行うにあたり、社会福祉施設等の受入れ調
整を行う。

推進項目８

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方

第５期
活動推進
計 画

第５期
活動推進
計 画

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方

第５期
活動推進
計 画
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 施設支援課

令和６年度重点方針

１．施設種別部会・協議会活動

1-1 障がい児者福祉施設協
議会活動の推進

総会　2回
役員会3回
委員会9回
研修会2回
広報誌等

通年 県内

　障がい福祉制度の動向を踏まえ、研修 等
により職員の資質向上を図るとともに、会
員施設・事業所の課題を把握し、連携の強
化を図り、課題解決に向けて要望活動を行
う。

推進項目５

1-2 児童福祉施設部会活動
の推進

総会　2回
定例会1回
職員研究会
ﾌﾞﾛｯｸ新任職
員研修

通年 県内
　児童福祉施設の家庭的養育推進等につい
て協議し、その課題解決のために関係機関
への働きかけや連携の強化を図る。

推進項目５

1-3 母子生活支援施設部会
活動の推進

総会2回 通年 県内
　母子生活支援施設の課題整理を行い、そ
の課題解決のために関係機関への働きかけ
や連携の強化を図る。

推進項目５

1-4 社会福祉法人経営者協
議会活動の推進

総会　2回
理事会3回
研修会2回
ｾﾐﾅｰ　2回
ﾌﾞﾛｯｸｾﾐﾅｰ
　　　1回

通年 県内

　全国経営協と連携を図りながら、セミ
ナー等の開催を通じて、報酬改定や物価高
騰を踏まえた要望活動を行うなど会員法人
の支援に努める。
　さらに、青年部会を中心に研修会を企
画・運営し、職員の資質向上に取り組む。

推進項目５

1-5 社会福祉施設関係団体
等との連携

通年
　県内の社会福祉施設関係団体等と連携
し、本会事業の推進及び必要な要望活動等
を行う。

推進項目５

２．資格取得等貸付事業

2-1 介護福祉士修学資金等
の貸付の実施

随時 通年

　介護福祉士又は社会福祉士の資格取得を
希望し、将来県内において介護・福祉業務
に従事する者へ貸付を行う。
　また、介護人材再就職準備金や介護福祉
士実務者研修受講資金の貸付を行う。

推進項目８

2-2 保育士修学資金等の貸
付の実施

随時 通年

　保育士資格取得を希望し、将来県内にお
いて介護・福祉業務に従事する者へ貸付を
行う。
　また、保育士就職準備金や未就学児を持
つ保育士に対する保育料の一部貸付、保育
補助者雇上費の貸付を行う。

推進項目８

2-3
被災地における介護福
祉士養成施設等への修
学に係る教材費等貸付
事業の実施

通年

　相双地方から 、県内外の介護福祉士養成
施設に修学する学生に対し、住宅費や教材
費、通学費等を貸付することにより、相双
地方の介護人材の確保を図る。

推進項目８

第５期
活動推進
計 画

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方

●各施設種別部会・協議会において課題を共有し、各種会議や研修会を通じて職員の資質向上を図り、
  適切な運営に向けた支援を行う。
　また、地域の多様な福祉ニーズに応えるため、社会福祉法人が関係機関と連携・協働し、それぞれの
　強みを生かした「地域における公益的な取組」を展開するよう推進する。
●障がい福祉施設・事業所が災害や感染症に対する備えをしっかり行えるように支援するとともに、災
　害時のネットワーク構築に向けて検討を行う。
●福祉人材の確保のため、資格取得を目指す養成校の学生等に対して、介護福祉士・保育士修学資金等
　の貸付を行う。

第５期
活動推進
計 画
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第５期
活動推進
計 画

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方

2-4
【一部新規】
県北・会津地方介護福
祉士養成貸付事業の実
施

通年

　県北・会津地方から県内外の介護福祉士
養成施設に修学する学生に対し、住居費や
通学費を貸付することにより、県北・会津
地方の介護人材の確保を図る。

推進項目８

2-5
ひとり親家庭高等職業
訓練促進資金貸付事業
の実施

通年

　高等職業訓練促進給付金の支給対象者に
対し、入学準備金、就職準備金の貸付を行
い、ひとり親家庭の自立支援を行う。
　また、自立支援プログラム策定者で、自
立に向けて意欲的に取り組む対象者に対
し、住宅支援資金の貸付を行い、自立を支
援する。

推進項目５

2-6
児童養護施設退所者等
自立支援資金貸付事業
の実施

通年

　児童養護施設等を退所して進学・就職し
た者のうち、保護者等からの経済的支援が
見込まれない者に対し、一定期間、生活費
や家賃相当額等の貸付を行い、自立を支援
する。

推進項目５

３．福祉サービス第三者評価事業

3-1 福祉サービス第三者評
価事業の実施

通年
　評価機関として、事前書面調査及び訪問
調査の実施等、第三者評価事業を実施す
る。

推進項目５

3-2 福祉サービス第三者評
価出前講座の開催

随時

　福祉施設・事業所を訪問し、各施設等の
ニーズに応じた自己評価の実施方法、第三
者評価の受審にかかる具体的な技術等につ
いて助言する。

推進項目５

3-3 福祉サービス評価審査
委員会の開催

3回程度 随時 福島市
　評価調査者が評価した内容を、総合的に
協議・審査して評価結果を決定する。

推進項目５

3-4 新たな評価調査者の養
成及び資質向上

随時
　新たな評価調査者の養成のため、実地体
験や資質向上研修を実施するなど、支援体
制を強化する。

推進項目５

3-5 評価調査者情報交換会
の開催

1回 2月
　第三者評価の現状と課題を共有するとと
もに、評価事業の理解を深め、今後の取組
の推進を図る。

推進項目５

４．基金助成事業

4-1
聖マリア児童福祉基金
事業・支援機構あすな
ろ教育支援基金事業の
実施（助成事業）

通年
　県内の児童養護施設の児童を対象とし、
進学・就職に際し必要な支度費を支援す
る。

推進項目５

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方

第５期
活動推進
計 画

第５期
活動推進
計 画

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
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 総務企画課

令和６年度重点方針

１．総合企画・調整

1-1 総合企画委員会による
要望・提言活動の実施

委員会
3回

要望
各1回

5月
7月
10月

6月･9月

福島市

　各種別部会・協議会等の代表者で構成す
る総合企画委員会を開催し、必要な制度要
望や政策提言をとりまとめ、県議会各会派
等に対する要望活動を行い、福祉施策の促
進に努める。
　また、活動推進計画に基づき、計画の進
捗状況の評価及び助言を行う。

推進項目９

1-2 社会福祉関係団体の要
望活動の支援

要望
1回

6月 福島市

　次年度の予算編成に対する社会福祉関係
団体の要望を取りまとめ、県保健福祉部へ
一括要望するとともに、各団体の状況把握
に努める。

推進項目９

1-3
福祉事業者や企業・団
体等の地域共生社会づ
くりへの参画・連携・
協働の促進

随時 通年
　本会事業に賛同する福祉事業者や企業・
団体等に対し、地域共生社会づくりへの参
加・連携・協働の提案等を行う。

推進項目12

２．法人運営

2-1

理事会
評議員会
監事会
副会長会魏
監査報告会
評議員選任･解任
　　　　　　委員会
会計監査人による監査

3回
3回
1回
1回
1回
随時

随時

6月
11月
3月

通年

福島市
　理事会等の各種会議を開催し、適切な事
業執行と予算管理を行う。

推進項目12

2-2
専門家等の指導による
組織の安定化と適正な
法人運営

随時 通年
　安定的な組織運営に向け、顧問弁護士や
公認会計士、社会保険労務士等、専門家の
指導を受け、適切な法人の運営に努める。

推進項目12

2-3
「個人情報保護に関す
る方針」及び「個人情
報取扱業務概要説明
書」の周知・徹底

随時 通年
　個人情報の保護や取り扱いについて職員
への周知・徹底を図る。

推進項目12

2-4 要望・苦情に対する組
織的な対応

随時 通年
　本会に対する要望・苦情に対応できるよ
う職員に対する研修等を実施するととも
に、苦情解決体制を確保する。

推進項目12

●適切な法人運営を行うため、理事会・評議員会等の会務運営を行うとともに、専門家等の指導のも
　と、ガバナンスの強化、コンプライアンスの遵守、財務規律の強化を図る。
●適切な労務管理や職員の健康管理に努め、働きやすい職場づくりを推進する。
●常に経費削減に努めながら、中長期的な財政基盤の安定化について検討を進めるとともに、補助・
　委託事業について適切な運営経費を確保するための要望活動を行政及び議会に対して行う。
　また、福島県総合社会福祉センターの維持及び管理等を行う。

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画

総 務 部
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３．財務運営

3-1
次年度に向けた補助
金・受託金確保のため
の予算要望活動

1回 6月
　令和７年度に必要な補助金・受託金の確
保に向けて、県議会各派及び県保健福祉部
等に対する予算要望活動を実施する。

推進項目９
推進項目11

3-2 斡旋・紹介手数料等の
確保

随時 通年
　各種保険や自動車リース等の斡旋・紹介
手数料等により自主財源の確保に努める。

推進項目11

3-3
未加入事業所の一般会
員への加入促進や
企業等への特別賛助会
員加入勧奨

随時 通年

　本会会員として未加入の施設・事業所に
対して、一般会員加入への理解を求めなが
ら、計画的な加入促進を図る。
　また、社会福祉への支援者をさらに募る
ため、特別賛助会員への加入勧奨を行う。

推進項目11

3-4 民間資金の活用 随時 通年
　赤い羽根共同募金や民間資金を積極的に
活用し、本会が行う自主事業を展開する。

推進項目11

４．人事・労務管理

4-1
研修計画に基づいた個
人及び全体研修の実
施、能力評価に基づく
人材育成の実施

随時 通年

　職場全体の研修計画及び個人研修計画を
策定し、職業倫理の徹底や福祉職員として
の資質向上を図るための研修を行う。
　また、適正な人事管理及び人材育成を図
るため、能力評価を踏まえた育成に取り組
む。

推進項目10

4-2 衛生委員会の開催 12回 毎月

　労働安全衛生法の規定に基づき、本会に
衛生委員会を設置し、産業医の指導のもと
職員の衛生管理に取り組み、働きやすい職
場づくりを推進する。

推進項目12

５．社会福祉事業施設団体職員共済事業等

5-1 運営委員会の開催 3回
5月
10月
2月

福島市
　運営委員会を開催し、共済事業の適切な
運営を行う。

推進項目８

5-2 各種給付事業の実施
毎月1回
決定･送金

通年

　共済事業において各種給付を行う。
①退会給付金　　②結婚祝金
③出産祝金　　　④弔慰給付金
⑤傷病見舞金　　⑥災害見舞金

推進項目８

5-3 契約者への運用状況の
報告

毎月1回 通年
　契約法人に対し資産の運用状況を定期的
に報告する。

推進項目８

5-4 資産の外部委託運用 随時 通年
　資産を外部に委託運用し、運営委員会の
開催に合わせて運用状況の報告を受けると
ともに、委託運用先の評価を行う。

推進項目８

5-5 事務説明会（新任）の
実施

1回 7月 福島市
　契約法人の担当職員（新任者）に対して
事務説明会を開催し、共済事業の事務に関
する理解促進を図る。

推進項目８

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所

目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画

第５期
活動推進
計 画

目的・方向・考え方
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5-6
社会福祉施設職員等退
職手当共済事業の事務
受託

随時 通年
　福祉医療機構の退職手当共済制度のう
ち、退職手当金請求書・被共済職員退職届
に関する事務の一部を受託する。

推進項目８

5-7 事務取扱いの手引きの
改訂・作成

1回 12月
　契約法人へ配布している手引きを改訂
し、共済事業に関する理解促進を図る。

推進項目８

６．福利厚生センター事業

6-1 企画・情報会議の開催 2回
8月
2月

福島市

　福利厚生センター事業加入会員からの意
見を聞く機会としての企画・情報会議を開
催し、会員交流事業などの福利厚生事業に
反映させる。

推進項目８

6-2 会員交流事業の実施 5回 7～12月 各地域

　会員のより一層の参加を促すため、日帰
り交流事業や家族参加事業の充実を図る。
　なお、事業内容等については、福利厚生
センターの方針に従って決定する。

推進項目８

6-3 家庭用常備薬の斡旋 2回
6月
11月

　会員の健康管理の一助として家庭用常備
薬を斡旋する。

推進項目８

6-4 未加入法人への加入促
進

随時 通年 県内

　新設法人を中心に未加入法人リストの更
新・管理を行う。
　また、各種会議や研修会など通じて、職
員に対する福利厚生の大切さを伝えるとと
もにソウェルクラブのＰＲを実施する。

推進項目８

７．福島県総合社会福祉センター管理運営

7-1
福島県総合社会福祉セ
ンターの在り方等につ
いての検討

随時 通年
　老朽化する福島県総合社会福祉センター
の今後の在り方について、資金面も含めた
検討を行う。

推進項目11

7-2 各種修繕の実施 随時 通年
　福島県総合社会福祉センターを維持する
ため電気設備工事をはじめとする各種修繕
を実施する。

推進項目11

7-3 センター入居団体連絡
会議の開催

1回 4月 福島市
　本センター入居団体の連絡会議を開催
し、センター運営に関する情報を共有し、
適切なセンター運営を行う。

推進項目11
推進項目12

7-4 防災訓練の実施 1回 11月 福島市
　消防法の規定に基づき自衛消防隊を組織
し、定期的に防災訓練を行う。

推進項目12

８．大会運営・表彰

8-1 第78回福島県社会福祉
大会の実施

1回
11月14日
（予定）

郡山市

　県域の社会福祉大会を開催し、社会福祉
に多大なる功績等を残された方々を顕彰す
るとともに、記念講演や大会宣言を行い、
県民が安心して暮らせる地域社会を目指
す。

推進項目９

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方

目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方

第５期
活動推進
計 画

第５期
活動推進
計 画

第５期
活動推進
計 画

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
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8-2 第32回瓜生岩子賞の贈
呈

1回
11月14日
（予定）

郡山市

　社会福祉事業の先覚者「瓜生岩子」の遺
徳をしのび、その偉業を永く後世に伝える
ため、岩子刀自の精神にふさわしい功績が
あった方を顕彰する。

推進項目９

8-3 ボランティア活動功労
表彰の実施

1回
11月14日
（予定）

郡山市
　ボランティア活動を多年にわたり率先し
て行っており、その功績が顕著な方々を顕
彰する。

推進項目９

９．企画広報・その他

9-1 福祉情報誌『はあとふ
る・ふくしま』の発行

11回 毎月

　社会福祉制度の動向や県内の福祉に関す
る先駆的な取組みなどを紹介する情報誌を定
期発行し、広く県民に対して情報を提供する。
　また、読者の意見等を踏まえた読みやすい
誌面づくりを目指す。

推進項目９

9-2
ホームページ及びフェ
イスブック等による情
報発信

随時 通年

　県民に対し、迅速かつ、わかりやすい内
容で情報発信を行うためフェイスブック等
のSNSを利用するほか、ホームページとの
連動を図るなど、適切な運用と管理を行
う。

推進項目９

9-3 積極的な情報提供 随時 通年
　本会事業や社会貢献活動などの情報発信
のため、マスメディア等に対して積極的に
情報提供を行う。

推進項目９

場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画

第５期
活動推進
計 画

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方

当年度
実施内容

実施
回数

日程
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令和６年度重点方針

1 長寿社会推進センター
運営委員会の開催

1回 3月 福島市

　長寿社会についての意識啓発及び高齢者
の生きがいと健康づくりの推進等を行うた
め設置された長寿社会推進センターの運営
について協議する。

推進項目１

2 長寿社会推進に関する
広報活動

2回 通年

　高齢者の社会参加と自主活動を推進する
ためシニア団体活動支援事業の「いきいき
活動通信」を活用し、「いきいき長寿だよ
り」として長寿社会推進に関する事業や情
報を発信、提供し、長寿社会についての意
識啓発及び高齢者の生きがいと健康づくり
を推進する。

推進項目１
推進項目９

3 福島県シルバー美術展
の開催

1回 7月 福島市

　高齢者の文化活動を促進し、生きがいと
健康づくり、社会参加を推進するため、高
齢者の創作した洋画、日本画、書、写真、
彫刻・工芸の作品を募集して展示し、優れ
た作品を表彰することにより、高齢者がい
きいきと暮らせる社会参加を推進する。

推進項目１

4 シルバー美術展入賞作
品集の制作・頒布

1回 9月
　シルバー美術展の入賞作品を紹介すると
ともに、文化・芸術や生涯学習の推進を図
るため「入賞作品集」を制作頒布する。

推進項目１

5 いきいき長寿県民賞事
業

1回
4月～
11月

　年齢を感じさせない生き方をしている高
齢者や積極的な社会参加活動を行っている
高齢者団体を広く募集し紹介することによ
り、高齢者の社会参加をはじめとした生き
がいと健康づくりを推進する。

推進項目１
推進項目９

6 シニア団体活動支援事
業

2回 通年

　高齢者の社会参加と自主活動を推進する
ため、いきいきと活動するシニア団体を登
録し、「いきいき活動通信」の発行による
活動状況の紹介を通じ、高齢者の生きがい
と健康づくりを推進し、高齢者がいきいき
と暮らせる明るい長寿社会づくりを目指
す。

推進項目１
推進項目９

7 高齢者総合相談セン
ター事業

随時 通年

　高齢者等の不安や悩みの軽減を図るた
め、心配ごとや悩みごとの相談に応じる。
　また、高度化・専門化する相談内容に対
応するため、一般相談と併せて弁護士によ
る法律相談を実施し、地域包括支援セン
ターで対応ができない専門的な相談にも対
応し、高齢者及びその家族等の福祉の増進
を図る。

推進項目１

 総務企画課
 いきいき長寿室（長寿社会推進センター、高齢者総合相談センター、認知症コールセンター）

●希望と活力に満ちた明るい長寿社会の実現に向けて、高齢者の生きがいと健康づくりの支援や社会
　参加活動を推進する。
　また、高齢者や認知症本人及びその家族の不安や悩みの軽減を図るため相談窓口を運営する。

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画
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当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画

8 認知症コールセンター
事業

随時 通年

　認知症の人とその家族の相談に応じ、不
安や悩みの軽減を図る。相談対応には認知
症介護の経験者が相談員となり、その経験
を生かして相談や関係機関への案内等の対
応を行う。
　また、市町村や地域包括支援センター等
関係機関と連携しながら認知症コールセン
ターの周知にも努め、介護者の負担軽減に
努める。

推進項目１

9 全国・ブロック会議等
への参加

随時 随時

①認知症コールセンター電話相談員研修会
②全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡
　協議会
③そうだんネット福島会議

推進項目10
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 ＜運営適正化委員会＞

令和６年度重点方針

1 運営適正化委員会（本
会議）の開催

2回
10月
・3月

福島市

　苦情解決部会・運営監視部会の運営状況
について委員相互の理解を図るとともに、
福祉サービスの質の向上に向けた協議を行
う。

―

2 運営監視部会の開催及
び現地調査の実施

　2回
・6箇所
　程度

[開催]
10月･3月

[調査]
10月～
 11月

　福島市
　他

　福祉サービス利用援助事業（日常生活自
立支援事業）の適正な運営を確保するた
め、事業実施主体（市町村社会福祉協議
会）の現地調査を行うとともに、部会を開
催し、必要な助言、勧告について協議す
る。

―

3 苦情解決部会の開催 6回 隔月 郡山市

　福祉サービスに関する利用者等からの苦
情について、適切な解決に向けた協議を行
う。
 また、必要に応じ、事情調査、あっせん
等を行う。

―

4 苦情相談の受理、調整 随時 通年

　福祉サービス利用者等からの苦情相談に
対し、適切な解決に向けた助言や情報提供
を行うとともに、必要に応じ関係機関との
調整を行う。

―

5 行政機関等との情報交
換会の開催

随時 未定 未定

　運営適正化委員会への理解を深めてもら
うとともに、複雑・困難な課題を抱える相
談に対し、その解決に向けて連携を図るた
め、必要に応じて行政機関等との情報交換
会を開催する。

―

6
苦情解決責任者・第三
者委員研修会及び苦情
受付担当者研修会の開
催

2回
7月～
 12月

郡山市

　社会福祉施設・事業所が自ら提供した
サービスから生じた苦情について、解決に
向けて適切に対応するための基本的な事項
を学んでもらうとともに、客観的な立場か
ら利用者を保護する第三者委員の役割及び
苦情受付担当者の役割の理解促進を図るた
め、各種研修会を開催する。

―

7 事業所訪問の実施
3箇所
程度

6月～
 2月

未定

　事業所における苦情解決を適切に行うこ
とができるよう、苦情解決の仕組みについ
て理解を深めてもらうため、苦情解決部会
委員が社会福祉施設・事業所を訪問し、助
言等を行う。

―

8 全国・ブロック会議等
への参加

随時 随時

①運営適正化委員会事業研究協議会
②運営適正化委員会相談員研修会
③北海道・東北ブロック運営適正化委員会
　事務局連絡会議

―

●日常生活自立支援事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスの質の向上を図るため、関係
　機関と連携し、利用者等からの苦情の解決に努める。
●社会福祉施設・事業者に対し、苦情解決の仕組みの周知や、苦情解決体制整備についての理解促進を
　図る。

当年度
実施内容

実施
回数

日程 場所 目的・方向・考え方
第５期

活動推進
計 画
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（単位：千円）

増減

1 △ 26,304

収入 支出 収入 支出

事業活動計 1,401,171 1,825,728 1,416,377 1,778,144

施設整備等計 0 7,018 0 44,958

その他の活動計 3,429,146 3,353,378 3,407,810 3,340,548

予備費 0 365,439 0 361,609

前期末支払資金残高 721,246 0 701,072 0

2-1 431,112

収入 支出 収入 支出

事業活動計 508,473 75,963 468,884 84,184

施設整備等計 0 0 0 0

その他の活動計 14,813 27,013 23,758 528,364

予備費 0 5,344,477 0 5,266,017

前期末支払資金残高 4,924,167 0 5,385,923 0

2-2 △ 2,396

収入 支出 収入 支出

事業活動計 4 4,595 4 3,960

施設整備等計 0 0 0 0

その他の活動計 0 1 0 1

予備費 0 4,495 0 2,734

前期末支払資金残高 9,087 0 6,691 0

2-3 △ 9,944

収入 支出 収入 支出

事業活動計 58,110 346,238 58,120 336,265

施設整備等計 0 1,100 0 0

その他の活動計 290,744 1,516 280,790 2,645

予備費 0 0 0 0

前期末支払資金残高 0 0 0 0

2-4 △ 2,059

収入 支出 収入 支出

事業活動計 801 2,922 801 2,922

施設整備等計 0 0 0 0

その他の活動計 0 0 0 0

予備費 0 11,688 0 9,629

前期末支払資金残高 13,809 0 11,750 0

416,713

390,409

２　小計（生活福祉資金会計合計） 5,820,008 6,236,721

合計（１＋２） 11,371,571 11,761,980

資
金
収
支

生活福祉資金貸付事務費会計 348,854 338,910

臨時特例つなぎ資金会計 14,610 12,551

資
金
収
支

資
金
収
支

生活福祉資金会計 5,447,453 5,878,565

要保護世帯向け不動産担保型生活
資金会計 9,091 6,695

資
金
収
支

資
金
収
支

令和６年度収入支出当初予算　総括表

会計単位 前年度当初予算額 当初予算額

一般会計 5,551,563 5,525,259
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（単位：千円）

事業
区分 拠点区分 前年度当初予算額 当初予算額 増減

法人運営事業 284,824 313,538 28,714

調査研究・企画・広報・助成事業 12,004 13,325 1,321

施設福祉活動推進事業 26,577 24,995 △ 1,582

地域福祉活動推進事業 954,341 951,791 △ 2,550

福祉人材養成・確保事業 226,280 230,682 4,402

共同募金配分事業 10,062 11,198 1,136

長寿社会推進事業 20,093 20,381 288

福島県運営適正化委員会 10,177 10,086 △ 91

1,544,358 1,575,996 31,638

共済事業 3,347,581 3,332,205 △ 15,376

福祉サービス評価等事業 1,795 2,268 473

介護福祉士等修学資金貸付事業 617,648 575,492 △ 42,156

センター管理運営事業 40,181 39,298 △ 883

4,007,205 3,949,263 △ 57,942

5,551,563 5,525,259 △ 26,304一般会計　合計（１）+（２）

一般会計　令和６年度収入支出当初予算の概要

社
会
福
祉
事
業

社会福祉事業　小計（１）

公
益
事
業

公益事業　小計（２）
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ボランティア行事用保険（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険）

送迎サービス補償（傷害保険） 福祉サービス総合補償
（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

ふくしの保険 検索

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者 取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課
ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

〈引受幹事
保険会社〉

https://www.fukushihoken.co.jp令和６年度

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　
受付時間：平日の9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

●このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

〈SJ23-11315より抜粋〉

保険金額・年間保険料（１名あたり）保険金額・年間保険料（１名あたり） 団体割引20％適用済／過去の損害率による割増適用

＜重 要＞
◆基本プランでは地震・噴火・津波に起因する死傷は補償されません。
◆年度途中でご加入される場合も上記の保険料となります。
◆中途脱退による保険料の返金はありません。
◆中途でボランティアの入替や、ご加入プランの変更はできません。
◆ご加入は、お 1人につきいずれかのプラン 1口のみとなります。

ケガの
補償

賠償責任
の補償

年間保険料

死亡保険金

プラン

保険金の種類
基本プラン 天災・地震補償プラン

1,040万円

1,040万円（限度額）

6,500円

350円 500円

65,000円

32,500円

4,000円
補償開始日から補償（＊）

5億円（限度額）

後遺障害保険金

入院保険金日額

通院保険金日額

特定感染症

地震・噴火・津波による死傷

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術

外来の手術
手術保険金

＊特定感染症についても10日間の免責期間がなくなり、補償開始日から補償対象となります。
　なお、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は補償対象外となりました。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が5類感染症に変更されたことに伴い、「特定感染症重点プラン」を廃止して2つのプランとします。

商品パンフレットは
コチラから

（　　　　　）ふくしの保険
ホームページ
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しせつの損害補償
社会福祉施設総合損害補償

ホームページでも内容を紹介しています
https://www.fukushihoken.co.jp

◆加入対象は、社協の会員である社会福祉法人等が運営する社会福祉施設です。

スケールメリットを活かした割安な保険料で
　　　　　　　　　充実補償をご提供します！
スケールメリットを活かした割安な保険料で
　　　　　　　　　充実補償をご提供します！
スケールメリットを活かした割安な保険料で
　　　　　　　　　充実補償をご提供します！
スケールメリットを活かした割安な保険料で
　　　　　　　　　充実補償をご提供します！

●このご案内は概要を説明したものです。詳細は「しせつの損害補償」手引またはホームページをご参照ください。●

〈引受幹事
保険会社〉

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者 取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課
TEL：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

施設利用者の補償プラン22 （普通傷害保険）

❶ 入所型施設利用者の傷害事故補償
❷ 通所型施設利用者の傷害事故補償
❸ 施設送迎車搭乗中の傷害事故補償

社会福祉法人役員等の賠償責任補償

職員等の補償プラン33
（労働災害総合保険、普通傷害保険、約定履行費用保険、雇用慣行賠償責任保険）

法人役員等の補償プラン44 （役員賠償責任保険）

施設業務の補償プラン１１ （賠償責任保険、医師賠償責任保険、看護職賠償責任保険、サイバー保険、
動産総合保険、費用・利益保険）

❶ 基本補償（賠償・見舞費用）

❷ 個人情報漏えい対応補償　 ❸ 施設の什器・備品損害補償

▶保険金額

身体賠償（１名・１事故）
基本補償（A型）
2億円・10億円 2億円・10億円
2,000万円
200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

500万円

2,000万円
200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

500万円

死亡時 100万円
入院時 1.5～7万円
通院時 1～3.5万円

見舞費用付補償（B型）

財物賠償（１事故）
受託・管理財物賠償（期間中）
うち現金支払限度額（期間中）
人格権侵害（期間中）

2,000万円 2,000万円徘徊時賠償（期間中）
身体・財物の損壊を伴わない経済的損失（期間中）

事故対応特別費用（期間中）
被害者対応費用（１名につき）

傷害見舞費用

賠
償
事
故
に
対
応

お
見
舞
い
等
の
各
種
費
用

1事故10万円限度 1事故10万円限度

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　
受付時間：平日の9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

❶ 職員の労災上乗せ補償　
使用者賠償責任補償

❷ 役員・職員の傷害事故補償

❸ 役員・職員の感染症罹患事故補償
❹ 雇用慣行賠償補償

（SJ23-11446より抜粋）

▶年額保険料（掛金）

基
本
補
償（
A
型
）

見
舞
費
用
付
補
償（
B
型
）

定　　員 基本補償（A型）

35,000～61,460円
68,270～97,000円

1,500円

1～50名
51～100名

以降1名～10名増ごと

基本補償（A型）
保険料

【見舞費用加算】
定員１名あたり
入所：1,300円
通所：1,390円

●オプション１ ●訪問・相談等サービス補償
●オプション２ ●医務室の医療事故補償 ●看護職の賠償責任補償
●オプション３ ●借用不動産賠償事故補償
●オプション４ ●クレーム対応サポート補償

保険期間１年

令和６年度




